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は
じ
め
に

法
持
寺（

名
古
屋
市
熱
田
区
白
鳥）

は
山
号
を
白
鳥
山
と
い
い
、

天
長
年
間（

八
二
四

－

三
四）

に
弘
法
大
師
空
海
が
熱
田
神
宮
へ
参

籠
し
た
お
り
、
日
本
武
尊
の
御
懿
徳
を
慕
い
、
私
に
一
小
祠
を
建
立

し
て
祀
っ
た
寺
院
で
あ
る
。
本
尊
延
命
地
蔵
菩
薩
を
自
ら
彫
り
、
諸

堂
の
額
字
な
ど
を
自
筆
し
た
と
い
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
文
明
年
中（

一
四
六
九

－

八
七）

に
円
通
寺（

名
古
屋

市
熱
田
区
神
宮）

二
世
明
谷
義
光
に
よ
っ
て
曹
洞
宗
に
再
興
さ
れ
、

熱
田
神
宮
大
宮
司
千
秋
家
代
々
の
菩
提
所
と
な
っ
た
。
再
興
年
次
に

つ
い
て
は
応
永
年
中（

一
三
九
四

－

一
四
二
八）

、
宝
徳
元
年（

一
四

四
九）

の
説
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
由
緒
あ
る
法
持
寺
が
、
曹
洞
宗
に
な
る
以
前
や
以
後

の
草
創
期
に
つ
い
て
は
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
の
で

（

１）

、
本
稿
で
は
、

三
世
月
洲
瑞
香
よ
り
十
四
世
義
山
淳
孝
の
歴
住
が
教
線
を
拡
張
し
門

葉
を
加
え
て
い
っ
た
興
隆
期
を
考
察
し
て
み
た
い
。
な
お
、
八
世
月

峰
慶
呑
は
別
稿

（

２）

で
と
り
あ
げ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

（

１）

拙
稿「

誓
海
義
本
と
明
谷
義
光
の
伝
記」（

平
成
十
六
年
三
月

「

愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所
紀
要」

第
三
十
二
号）

、

「

草
創
期
の
法
持

寺
に
つ
い
て」（

平
成
十
七
年
二
月「

愛
知
学
院
大
学
教
養
部
紀
要」

第
五
十
二
巻
第
三
号）

で
明
ら
か
に
し
た
。

（
２）

拙
稿「

裁
断
橋
擬
宝
珠
銘
を
書
い
た
月
峰
慶
呑」（

平
成
十
七
年
四

月『

竹
貫
元
勝
博
士
還
暦
記
念
論
集』）

所
収
。

興
隆
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興
隆
期
の
法
持
寺
歴
住

三
世

月
洲
瑞
香

二
世
維
玄
義
中
の
後
住
に
月
洲
瑞
香
が
就
い
た
。
そ
の
年
次
は
不

詳
で
あ
る
が
、
月
洲
は
大
永
年
中（

一
五
二
一

－

二
七）

に
香
林
宗

萼
が
清
須
に
開
創
し
た
光
明
院（

現
在
、
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅）

の
開
山
に
勧
請
さ
れ
た
。
光
明
院
は
慶
長
遷
府
の
際
、
現
在
地
へ
移

転
し
て
お
り
、
十
一
代
大
通
覚
道
が
宝
暦
二
年（

一
七
五
二）

九
月

に
常
楽
寺（

稲
沢
市
日
下
部
東
町）

よ
り
光
明
院
へ
転
住
し
た
後
、

明
和
九
年（

一
七
七
二）

二
月
に
法
持
寺
十
五
世
督
宗
淳
董
を
伝
法

第
一
祖
に
勧
請
し
て
法
地
再
興
し
た
。
な
お
、
法
地
再
興
開
山
に
は

大
鏡
全
牛
が
迎
え
ら
れ
、
大
通
覚
道
は
法
地
開
基
と
な
っ
た

（

１）

。

月
洲
は
天
文
年
中（

一
五
三
二

－

五
四）

に
、
大
悲
山
香
樹
院（

現

在
、
法
輪
山
大
運
寺）

を
開
闢
し
た
。
そ
の
経
緯
は
明
ら
か
で
な
い

が
、
天
文
十
年（

一
五
四
一）

に
創
建
さ
れ
た
法
持
寺
塔
頭
の
太
虚
院

（
２）

住
持
で
あ
っ
た
香
山

公
が
建
立
し
て
お
り
、
後
に
吉
田
清
左
衛
門

が
中
興
開
基
と
な
っ
て
法
持
寺
十
四
世
義
山
淳
孝
を
法
地
開
山
に
迎

え
て
い
る
。
な
お
、
天
明
五
年（

一
七
八
五）

十
月
二
十
四
日
に
は

現
在
の
山
号
、
寺
号
に
改
め
ら
れ
た

（

３）

。

さ
ら
に
月
洲
は
洞
仙
寺（

名
古
屋
市
中
区
伊
勢
山）

の
法
地
開
山

に
も
な
っ
て
い
る
。
洞
仙
寺
の
草
創
は
尾
張
守
護
斯
波
義
健
の
嫡
男

千
代
松
丸（

永
正
二
年（

一
五
〇
五）

七
月
六
日
没）

が
出
家
し
て

玉
泉
玄
珠
と
称
し
た
。
そ
の
玉
泉
が
文
明
十
二
年（

一
四
八
〇）

に

一
宇
を
建
立
し
て
玉
泉
庵
と
称
し
た
が
、
明
応
年
間（

一
四
九
二

－

一
五
〇
一）

に
無
本
寺
の
寺
院
は
許
さ
れ
な
い
触
が
出
た
こ
と
に
よ

り
、二
代
喜
翁
秀
頓
は
法
持
寺
に
依
頼
し
そ
の
末
寺
と
な
っ
て
い
る
。

当
時
の
法
持
寺
住
持
が
月
洲
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
開
山
に
迎
え
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
寛
文
七
年（

一
六
六
七）

に
は
現
在
の
瑞
雲
山

洞
仙
寺
と
改
め
ら
れ
た
が
、
平
僧
地
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
蜜
伝
心

宗（

安
永
九
年（

一
七
八
〇）

四
月
十
五
日
示
寂）

が
法
地
と
な
し

て
庫
院
を
建
立
し
た

（

４）

。

こ
の
よ
う
に
月
洲
は
光
明
院
、
大
運
寺
、
洞
仙
寺
に
迎
え
ら
れ
て

開
山
と
な
っ
て
い
る
が
、
法
持
寺
に
お
け
る
行
歴
は
明
ら
か
に
な
ら

な
い
。
光
明
院
の
位
牌
に
は
、

（

表）

勅
賜
義
伝
禅
師
法
持
三
世
當
院
開
山
月
洲
香
大
和
尚

（
裏）

天
文
十
三
甲

辰

四
月
廿
三
日

と
あ
り
、
天
文
十
三
年（

一
五
四
四）

四
月
二
十
三
日
に
示
寂
し
た
。



興
隆
期
の
法
持
寺
に
つ
い
て（

川
口）

─ ─65

成
福
寺（

名
古
屋
市
北
区
瑠
璃
光
町）

蔵「

法
持
寺
世
代
示
寂
年
月

日」
に
は
天
文
三
年（

一
五
三
四）

示
寂
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

は（

十）
が
抜
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

光
明
院
の「
覚

（
５）」

に
よ
れ
ば
、

愛
知
郡
熱
田
法
持
寺
末

同
郡
広
井
村

禅
曹
洞
宗

光

明

院

開
山

月

洲

和

尚

誰
和
尚
嗣
法
弟
子
之
儀
相
知
不
申

一
年
月
相
知
不
申

本
寺
法
持
寺
よ
り
當
寺
え
勧
請

一
天
文
十
三
辰
年
四
月

右
法
持
寺
に
て
病
死

と
あ
り
、
法
持
寺
に
お
い
て
病
気
で
示
寂
し
た
。
光
明
院
の
位
牌
に

よ
れ
ば
義
伝
禅
師
号
を
勅
賜
さ
れ
て
い
る

（

６）

。

長
楽
寺（

名
古
屋
市
南
区
呼
続）

は
二
世
義
山
華
厳
、
三
世
義
伝

月
洲
で
あ
る
。
二
世
義
山
の
位
牌
に
は
、

（

表）

前
永
平
當
寺
二
世
義
山
華
厳
大
和
尚

（

裏）

大
永
七
丁

亥

天
十
二
月
十
九
日
示
寂

世
寿
九
十

と
あ
り
、
大
永
七
年（

一
五
二
七）

に
示
寂
し
て
い
る
。
三
世
義
伝

の
位
牌
は
存
在
し
な
い
た
め
詳
し
い
こ
と
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、

義
伝
月
洲
と
月
洲
瑞
香
は
同
時
代
の
た
め
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。

勅
賜
禅
師
号
の
義
伝
と
号
の
月
洲
が
合
併
し
て
号
諱
に
な
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
い
つ
頃
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
、
異
人
で
あ

る
か
な
ど
の
詳
し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
な
い
。

（

１）

光
明
院
の「

由
緒
書」（

名
古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館
蔵『

名
古
屋

寺
社
記
録
集』

三
十
一）

、『

名
古
屋
市
史』

社
寺
編（

大
正
四
年
七

月

名
古
屋
市
役
所）

五
八
四
頁
の「

光
明
院」

な
ど
に
よ
る
。

（

２）

法
持
寺
塔
頭
太
虚
院
が
、
天
文
十
年（

一
五
四
一）

に
創
建
さ
れ

た
こ
と
は『

名
古
屋
市
史』

社
寺
編
六
六
四
頁
の「

法
持
寺」

で
い
う
。

（

３）
『

御
城
下
臨
済
曹
洞
寺
院
由
緒
帳』（

名
古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館

蔵）

一
二
一
頁
に
あ
る
元
禄
七
年
五
月
の
香
樹
院「

書
上
之
覚」

に

よ
る
。

（

４）

昭
和
十
一
年
六
月
調
査
の「

曹
洞
宗
寺
籍
簿」

の
洞
仙
寺
由
緒
や

『

名
古
屋
市
史』

社
寺
編
六
四
五
頁
の「

洞
仙
寺」

に
よ
る
。

（

５）

光
明
院
の「

覚」

は『

名
古
屋
寺
社
記
録
集』

三
十
一
に
所
収
し

て
い
る
。

（

６）

月
洲
瑞
香
が
義
伝
禅
師
を
勅
賜
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
栗
山
泰
音『

総

持
寺
史』（

昭
和
十
三
年
三
月

大
本
山
総
持
寺）

二
六
七
頁
に
も
あ

げ
て
い
る
。
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四
世

仙
英
良
菊

仙
英
良
菊
は
天
文
十
四
年（

一
五
四
五）

に
延
命
寺（

愛
知
県
海

部
郡
甚
目
寺
町）
を
中
興
し
曹
洞
宗
に
改
め
た
。
延
命
寺
の
前
身
は

『

類
聚
国
史』

巻
一
八
〇
に
、

貞
観
十
四
年
三
月
二
十
八
日
戊
戌
。
尾
張
国
海
部
郡
清
林
寺

列
㍼之
定
額

（

１）

⊿

と
あ
る
清
林
寺
の
こ
と
で
、
創
建
当
時
は
天
台
宗
で
あ
っ
た
。
後
に

真
言
宗
と
な
り
十
二
僧
坊
の
あ
る
大
伽
藍
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
次

第
に
衰
微
し
十
一
坊
が
廃
絶
し
て
延
命
坊
の
み
が
残
っ
た
。
そ
れ
を

仙
英
が
開
山
と
な
り
、清
林
寺
の
寺
号
を
青
林
と
改
め
て
山
号
と
し
、

寺
号
を
延
命
寺
と
改
め
て
曹
洞
宗
に
改
宗
し
た
。
久
寿
年
中（

一
一

五
四

－

五
六）

に
源
頼
政
が
関
東
下
向
の
時
、
病
に
罹
っ
て
苦
し
ん

だ
。
そ
の
時
、
清
林
寺
の
本
尊
延
命
地
蔵
菩
薩
に
祈
誓
し
た
と
こ
ろ

一
昼
夜
で
回
復
し
た
た
め
、
そ
の
報
謝
と
し
て
本
郷
、
長
牧
の
二
村

を
寄
進
し
た
と
い
わ
れ
る

（

２）

。

延
命
寺
の
仙
英
の
位
牌
に
は
、

（

表）

勅
住
永
平
法
持
四
世
當
寺
開
山
僊
英
良
菊
大
和
尚
禅
師

（

裏）

當
寺
古
ハ
清
林
寺
頼
政
公
比
ヨ
リ
呼
延
命
ト
古
伝
ニ
有

天
保
十
一
年
子

正
月
新
造

現
廿
一
世
頑
童
隣
叟
以
自
金
調

と
あ
り
、
天
保
十
一
年（

一
八
四
〇）

正
月
に
二
十
一
世
徳
翁
頑
童

が
新
し
く
造
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
裏
の
書
入
れ
に
よ
れ
ば
、
頼
政

の
頃
か
ら
延
命
寺
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
の
古
伝
を
い
う

た
め
、
仙
英
が
曹
洞
宗
と
し
て
中
興
す
る
以
前
に
延
命
寺
と
改
称
し

て
い
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
詳
し
い
こ
と
は
明
ら
か

で
な
い
。

弘
治
元
年（

一
五
五
五）

に
は
、
法
持
寺
塔
頭
の
洗
月
院
が
創
建

さ
れ
た

（

３）

。
こ
れ
は
仙
英
の
法
持
寺
住
持
時
代
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

仙
英
は
、
弘
治
三
年（

一
五
五
七）

に
東
光
寺（

愛
知
県
海
部
郡
大

治
町）

を
開
創
し
た

（

４）

。
東
光
寺
の
過
去
帳
に
よ
れ
ば
、
仙
英
は
同
年

八
月
十
日
に
示
寂
し
て
い
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
開
か
れ
た

か
は
明
ら
か
で
な
い
。
な
お
、
東
光
寺
で
は
諱
が「

舜
菊」

と
な
っ

て
い
る
。
同
寺
所
蔵
の「

昭
和
三
十
四
年
己

亥

年
一
月
ヨ

リ

當
寺
世

代
繰
出
表」

に
よ
れ
ば
、

平
僧
仙
翁
鶴
公
首
座

天
文
十
三
甲
辰
六
月
廿
八
日

四
百
十

六
年

法
持
四
世

當
寺
開
山

仙
英
舜
菊
大
和
尚

弘
治
三
丁

巳

八
月
十
日

四
百
〇
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三
年

平
僧
本
州
源
公
首
座

天
正
十
四
丙
戌
七
月
廿
二
日

三
百
七

十
四
年

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
仙
翁
鶴
公
、
本
州
源
公
ら
が
開
創
に
関
係
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
莱
翁
黙
仙（
一
七
一
三

－

一
八
〇
〇）

が
法
地
を
開
闢

し
て
開
祖
と
な
り
、
二
世
に
は
弟
子
の
仏
音
寺（

愛
知
県
西
春
日
井

郡
春
日
町）

五
世
曇
華
泰
秀
が
就
い
た
。
曇
華
が
師
の
莱
翁
を
法
地

開
闢
に
勧
請
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
年
次
は
明
ら
か
に

な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
仙
英
は
延
命
寺
と
東
光
寺
の
草
創
開
山
と
な
っ
て

い
る
。

（

１）
『

類
聚
国
史』

巻
一
八
〇（

平
成
十
二
年
三
月『
新
訂

増
補

国
史
大
系

第
六
巻

類
聚
国
史

後
篇』

吉
川
弘
文
館）

二
六
七
頁
。

（

２）
『

甚
目
寺
町
史』（

昭
和
五
十
年
三
月

愛
知
県
海
部
郡
甚
目
寺
町）

五
〇
七
、
八
頁
に
由
緒
沿
革
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（

３）

安
藤
準
成『

名
古
屋

案
内
記

金
城
寺
院
宝
鑑』（

大
正
四
年
四
月

名
古
屋

朝
日
新
聞
社）

二
五
六
頁
、

『

名
古
屋
市
史』

社
寺
編（

大
正
四
年
七

月

名
古
屋
市
役
所）

六
六
六
頁
に
い
う
。

（

４）
『

尾
張
徇
行
記』（

四）

の
東
光
寺
項（『

名
古
屋
叢
書
続
編』

第
七

巻

昭
和
四
十
三
年
九
月

名
古
屋
市
教
育
委
員
会）

二
一
二
頁
に

よ
る
。

五
世

春
沢
祖
豊

春
沢
祖
豊
が
法
持
寺
に
住
持
し
た
年
次
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

四
世
仙
英
の
示
寂
し
た
弘
治
三
年（

一
五
五
七）

八
月
十
日
以
後
と

す
れ
ば
、
住
持
期
間
中
の
永
禄
元
年（

一
五
五
八）

に
は
法
持
寺
塔

頭
の
高
岩
院
、
天
正
元
年（

一
五
七
三）

に
は
同
じ
く
塔
頭
の
梅
萼

院
が
創
建
さ
れ
て
い
る

（

１）

。

永
禄
三
年（

一
五
六
〇）

五
月
十
九
日
に
は
、
織
田
信
長
が
今
川

義
元
を
尾
張
田
楽
狭
間
に
奇
襲
し
て
敗
死
さ
せ
た
桶
狭
間
の
戦
い
が

起
き
た
。
こ
の
戦
に
向
う
途
中
、
信
長
は
熱
田
神
宮
へ
立
寄
り
必
勝

を
祈
願
し
た
が
、
法
持
寺
に
も
立
寄
っ
て
祈
願
し
た
と
い
い
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

春
沢
は
福
重
寺
開
基
浅
井
右
近
善
長
の
末
葉
で
、
天
正
以
来
代
々

医
者
を
続
け
て
き
た
浅
井
安
親
の
子
で
あ
る
。
安
親
は
善
長
寺（

後

の
妙
覚
寺）

の
開
基
で
も
あ
る
。
開
山
は
子
の
玖
巌（

玖
巌
は
勅
賜

号
、
文
白
元
昌）

で
、
春
沢
の
兄
に
あ
た
る
。『

張
州
雑
志』

巻
第
五
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十
八「

浅
井
杏
庵」

に
所
収
す
る「

浅
井
系
図」

は
、
次
頁
の
よ
う

で
あ
り
、
春
沢
は
法
持
寺
塔
頭
の
三
笑
軒
の
開
山
で
あ
っ
た
。
又
従

兄
弟
に
は
祖
林
が
い
る
。

「

浅
井
系
図」

に
よ
れ
ば
、
祖
林
は
福
重
寺

（

名
古
屋
市
熱
田
区
白
鳥）

に
住
持
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
福

重
寺
歴
住
に
は
該
当
者
が
お
ら
ず
、
法
持
寺
七
世
の

桂
祖
林
が
該

当
す
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

天
正
十
三
年（

一
五
八
五）
九
月
の「

春
沢
譲
状
控」

が
浅
井
家

文
書
に
あ
る
。
そ
れ
を
あ
げ
れ
ば
、

ゆ
つ
り
状

一
貫
三
百
文

畠
一
段

就
于
方
丈

代
々
御
わ
た
し
可
在
候
、

三
ツ
一
斗
五
升

田
二
段

宗
呑
江

在
所
大
間

小
作
弥
七

七
斗
七
升

田
一
た
ん

宗
呑
江

在
所
大
間

小
作
弥
一

此
内
い
ろ
二
百
文
在
之

天
正
十
三
年
乙酉

九
月
吉
日

春
沢
判

宗
呑
参

三
ツ
一
斗

田
二
た
ん
在
所
玉
井

小
作
彦
一

小
太
郎
む
こ
也

祖
林
ヘ

三
笑
軒

祖
林
江

四
百
文

畠

常
喜
為
㍼修
造
㍽就
㍾之

八
斗

田
一
段

是
ハ
祖
林
出
世
之
時
指
合

又
ハ

置
銭

是
ハ
こ
と
ハ
り
多
キ
也

祖
林
参

天
正
十
三
年
乙酉

九
月
吉
日

春
沢
判

七
斗

田
一
段
中
横
田
在
所
也

ま
か
な
ひ
す
か
の
内

四
斗
五
升

小
作
太
郎
助

大
間

在
所

林
芸
江

馬
場
ノ
ヤ
ブ
一
所

林
芸
江

林
芸
参

天
正
十
三
年
乙酉

九
月
吉
日

春
沢
判

八
斗

田
一
段
大
間

在
所

祖
易
江

祖
易
参

天
正
十
三
年
乙酉

九
月
吉
日

春
沢
判

一
貫
五
十
文

畠
一
段

在
所
だ
ん
ぶ
の
西

善
長
寺
江

就
之

善
長
寺
参

天
正
十
三
年
乙酉

九
月
吉
日

春
沢
判

七
百
文

畠
一
段

カ
ナ
地
蔵
前
在
所

祖
天
ニ

出
之

祖
天
参

天
正
十
三
年
乙酉

九
月
吉
日

春
沢
判

（

２）

と
あ
り
、
春
沢
は
法
持
寺
と
三
笑
軒
の
住
持
を
譲
っ
て
い
る
。
住
持

の
方
丈
は
法
持
寺
七
世
大
洋
宗
呑
の
こ
と
で
、
一
貫
三
百
文
、
畠
一

段
は
代
々
の
住
持
が
継
承
し
た
財
産
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
宗
呑

へ
三
ツ
一
斗
五
升
、
田
二
段
、
七
斗
七
升
、
田
一
段
も
譲
っ
て
い
る
。

そ
の
他
、
三
笑
軒
の
祖
林（

桂
祖
林）

、
林
芸（

不
詳）

、
祖
易（

梅

屋
寺
開
基
一
光
祖
易
か）

、
善
長
寺（

現
在
の
妙
覚
寺）

、
祖
天（

不

詳）
へ
も
譲
っ
て
い
る
。
こ
の「

春
沢
譲
状
控」

に
よ
り
、
春
沢
は

法
持
寺
、
三
笑
軒
を
退
隠
し
た
後
、
同
十
八
年（

一
五
九
〇）

三
月
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浅
井
元
祖

号
右
近

応
安
年
中
卒

法
名
覚
翁
等
公

善
長
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

右
近
善
長
ハ

熱
田
福
重
寺
開
基
也
、
今
福
重
寺
之
地
、
則
善
長
カ

宅
地
也
ト

云
事
ハ

、
見
神
地
記
及
寺
院
ノ

部
、

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

【

杏
庵
家】

─
善
好
─
─
─
─
─
─
─
善
珍
─
─
─
─
─
─
─
─
家
久
─
─
─
─
─
─
─
─
安
親
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
玄
秀
源
五
郎

又
号
又
左
衛
門

後
号
仲
庵
宗
如

文
禄
四
年
七
月
卒

右
近

号
喜
雲

九
郎
左
衛
門

法
名
善
親

馬
場
町
善
長
寺
開
基

号
藤
次
郎

童
名
市
若
丸

享
禄
三
年
五
月
卒

法
名
枝
月
善
湖

亨

【

中
瀬
浅
井
家】

─
玖
巌
和
尚
善
長
寺
開
山

─
秀
国
─
─
─
─
─
─
─
親
秀

─
善
忠
─
─
─
─
─
─
─
─

又
号
信
久

備
中
守

法
名
道
慶

雅
楽
助

筑
後
守

法
名
道
全

孫
左
衛
門

号
節
翁

田
中
町
総
持
院
開
基

家
親
─
─
─
─
─
─
─
孫
兵
衛
他
国
住

源
三
郎

後
改
家
満

─
春
沢
和
尚

白
鳥
山
三
笑
軒
開
山

─
助
左
衛
門
─
─
─
─
─
─
善
親

久
次
郎

法
名
善
昌

─
五
郎
右
衛
門

─
貞
親

源
左
衛
門

後
号
友
以

─
女
子
仲
庵
母

─
某

─
玄
貞

仕
于
薩
摩
侯

─
某

─
善
助

─
盛
親
─
─
─
─
─
─
─
松
寿
丸

早
世

民
部
丞

法
名
善
寿

─
玄
永

仕
于
土
方
杢
頭

─
祖
林

住
于
福
重
寺

─
女
子

前
田
五
郎
兵
衛
妻

─
女
子

仲
庵
妻

─
光
親
─
─
─
─
─
─
─
南
岫

源
六
郎

後
改
光
則

─
景
親
─
─
─
─
─
─
─
庄
左
衛
門
尉

源
七
郎

─
茂
首
座

住
総
持
院

─
昌
親
─
─
─
─
─
─
─
─
親
重

号
庄
三
郎

松
斎
為
養
子

仕
于

薩
摩
守
忠
吉
卿
、
拝
五
百
石

熱
田
并
近
郷
御
代
官
役
ヲ
勤
ム

号
松
斎

─
女
子
加
藤
伝
右
衛
門

入
道
安
斎
妻

─
某

庄
次
郎
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二
十
八
日
に
示
寂
し
た
。

春
沢
は
金
宝
山
林
昌
寺（

明
治
二
十
五
年
に
秋
葉
山
宝
昌
寺
と
改

称
、
愛
知
県
海
部
郡
大
治
町）

の
草
創
開
山
で
も
あ
る
。
明
治
十
七

年
一
月
に
村
上
良
音
が
記
し
た「

由
緒
書」

に
よ
れ
ば
、

然
ル
ニ
寺
草
創
開
山
ハ
白
鳥
山
五
世
春
沢
祖
豊
老
師
也
天
正
年

中
織
田
家
清
洲
ニ
在
城
ノ
頃
信
長
公
招
請
ニ
応
シ
當
山
ヲ
開
拓

シ
法
堂
建
立
シ
御
本
尊
華
厳
ノ
釈
尊
脇
士
普
賢
文
殊
四
天
王
等

ヲ
奉
安
置
天
下
安
全
五
穀
成
就
武
運
長
久
火
災
消
除
ノ
為
メ
當山

鎮
≒守
ニ

権
㍼現
ヲ

彼
ノ
尊
像
㍽奉
㍼勧
請
㍽矣

ノ

其
後
天
正
十
八
年
ニ
開
祖
遷
化
シ
玉
ヒ
副
住
大
洋
宗
呑
和
尚
ハ

法
持
寺
エ
移
転
シ
信
長
公
落
城
ノ
砌
リ
追
々
平
院
ト
成
ル
コ
ト

凡
二
百
五
十
余
年
間
也

（

３）

と
あ
り
、
草
創
開
山
は
春
沢
で
、
天
正
年
中（

一
五
七
三

－

九
一）

に
織
田
信
長
が
清
須
城
に
居
住
し
て
い
た
頃
、
法
堂
を
建
立
し
て
本

尊
、
脇
士
、
四
天
王
な
ど
を
奉
安
し
た
。
そ
の
後
、
天
正
十
八
年（
一

五
九
〇）

に
春
沢
が
示
寂
し
、
副
住
職
で
二
世
の
大
洋
宗
呑
は
法
持

寺
へ
転
住
し
た
。
信
長
は
天
正
十
年（

一
五
八
二）

六
月
二
日
に
本

能
寺
の
変
で
自
刃
し
た
た
め
、
寺
は
衰
退
し
平
僧
地
と
な
っ
た
と
あ

る
。
し
か
し
、
宝
昌
寺
の
過
去
帳
に
あ
る
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、

愛
知
郡
熱
田
法
持
寺
末
寺

禅
宗
曹
洞
派

海
東
郡
花
常
村

金
宝
山
林
昌
寺

平
僧
地

一
、
慶
長
三
戊
年
入
江
夢
庵
開
基
と
相
見
申
候
事
夢
庵
何
人
等

申
儀
不
相
知
候

一
、
開
山
は
本
寺
法
持
寺
五
代
春
沢
和
尚
等
相
見
申
候
事

一
、
境
内
広
サ
之
儀
此
節
尓
等
致
シ
候
儀
難
申
候
尤
除
地
等
相

見
申
候
事

一
、
花
常
村
え
引
寺
之
境
相
知
不
申
候
慶
長
年
右
村
に
建
立
等

相
見
候
事

二
月

一
、
金
宝
山
林
昌
寺
境
内
壱
反
六
畝
弍
拾
五
歩
伊
奈
備
前
守
殿

御
除
地
文
化
元
甲
子
年
七
月
廿
七
日
本
山
禄
所
正
眼
役
寮

（

マ
マ）

よ
り
改
有
之
候

と
あ
り
、
慶
長
三
年（

一
五
九
八）

に
入
江
夢
庵（

入
江
基
右
衛
門

の
こ
と）

が
開
基
と
な
っ
て
春
沢
を
開
山
に
迎
え
た
と
あ
る

（

４）

。
す
で

に
春
沢
は
示
寂
し
て
い
る
た
め
、
二
世
大
洋
宗
呑
か
あ
る
い
は
中
興

の
一
庭
舟（

寛
文
十
年（

一
六
七
〇）

四
月
二
日
示
寂）

が
春
沢
を
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勧
請
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

文
化
元
年（

一
八
〇
四）

六
月
十
二
日
に
は
酒
井
惣
吉
、
藤
原
利

貞
、
母
方
の
先
祖
で
あ
る
開
基
の
夢
庵
の
一
六
一
年
忌
法
要
を
営
ん

で
い
る

（

５）

。
そ
の
時
、
酒
井
惣
吉
は
春
沢
の
位
牌
を
再
建
し
て
お
り
、

そ
の
位
牌
に
は
、

（

表）

前
総
持
當
寺
開
山
春
沢
豊
大
和
尚
禅
師

（

裏）

天
正
十
八
庚
寅
年
三
月
二
十
八
日

酒
井
惣
吉

再
建
之

と
あ
る
。
村
上
良
音
が
明
治
二
十
九
年
一
月
に
宝
昌
寺
の
秋
葉
三
尺

坊
御
分
霊
安
置
遙
拝
の
道
場
を
信
徒
に
広
告
し
た「

秋
葉
教
会
愛
知

本
部」

に
は
開
山
春
沢
を「

勅
賜
慈
雲
禅
師」
と
称
し
て
お
り
、
慈

雲
禅
師
号
を
受
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（

１）

塔
頭
の
高
岩
院
、梅
萼
院
の
創
建
に
つ
い
て
は
安
藤
準
成『
名
古
屋

案
内
記

金
城
寺
院
宝
鑑』（

大
正
四
年
四
月

名
古
屋
朝
日
新
聞
社）

三
十

六
、
四
十
九
頁
、

『

名
古
屋
市
史』

社
寺
編（

大
正
四
年
七
月

名
古

屋
市
役
所）

六
六
四
、
六
六
六
頁
に
い
う
。

（

２）

鳥
居
和
之「

熱
田
浅
井
家
資
料」（

平
成
十
一
年
三
月「

名
古
屋

市
博
物
館
研
究
紀
要」

第
二
十
二
巻）

十
八
頁
。

（

３）

宝
昌
寺
文
書
整
理
番
号
一
七
四
の「

由
緒
書」

に
あ
る
。

（

４）
『

大
治
町
史』（

昭
和
五
十
四
年
十
二
月

大
治
町
役
場）

四
六
八

頁
の
宝
昌
寺
由
緒
、

『

愛
知
県
歴
史
全
集』

寺
院
編（

昭
和
六
十
一
年

七
月

愛
知
県
史
誌
出
版
協
会）

四
九
九
頁
の「

秋
葉
山
宝
昌
寺」

に
い
う
。

（

５）

宝
昌
寺
の
過
去
帳
の
由
緒
書
に
、

文
化
元
甲
子
年
六
月
十
二
日
當
寺
開
基
夢
庵
居
士
當
年
百
六
拾

一
年
に
相
成
酒
井
惣
吉
藤
原
利
貞
母
方
之
先
祖
開
基
故
寸
志
之

法
会
等
致
供
養
其
上
當
寺
開
基
之
儀
本
山
不
申
及
一
家
中

在

所
之
人
々
承
候
處
當
寺
之
儀
は
入
江
甚
右
衛
門
法
名
夢
庵
等
申

人
開
基
に
て
何
之
年
開
基
等
申
事
不
知
當
寺
も
無
住
勝
に
て
寺

は
村
預
り
に
も
相
成
入
江
氏
之
子
孫
も
追
々
衰
微
致
委
細
之
書

付
言
伝
等
尓
等
致
候
事
無
御
座
付
寺
社
方
御
役
所
に
て
御
内
々

之
御
吟
味
頼
候
處
書
付
被
下
候
写
左
之
通

と
あ
り
、
明
ら
か
に
な
る
。

六
世

大
洋
宗
呑

浅
井
家
文
書
の「

春
沢
譲
状
控」

に
よ
れ
ば
、
天
正
十
三
年（

一

五
八
五）

九
月
に
は
法
持
寺
住
持
を
大
洋
宗
呑
に
譲
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
春
沢
の
示
寂（

天
正
十
八
年
三
月
二
十
八
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日）
以
前
に
法
持
寺
六
世
に
就
い
た
が
、
秋
葉
山
宝
昌
寺
文
書
で
は

同
寺
二
世
大
洋
が
春
沢
の
示
寂
後
に
法
持
寺
へ
転
住
し
た

（

１）

と
い
う
。

何
れ
に
し
て
も
住
持
と
な
っ
た
年
次
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、

慶
長
三
年（
一
五
九
八）

十
月
二
十
一
日
に
正
眼
寺（

小
牧
市
三
ッ

渕）

十
三
世
天
沢
義
恩

（

２）

よ
り
鐘
を
贈
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
鐘
銘
を
あ

げ
て
み
る
と
、

尾
州
愛
知
郡
熱
田
宮
白
鳥
山
宝
持
禅
寺

厥
當
寺
開
山
、
示
寂
之
後
、
百
九
年
、
鐘
未
成
就
、
然
処
清
須

灰
原
女
房
衆
、
為
我
父
婦
、
寄
進
之
法
名
者

華
翁
道
春
庵
主

月
照
桂
秀
大
姉

伏
希
以
此
功
徳
、
施
主
現
世
安
穏
、
後
生

善
処
、
普
及
於
一
切
、
衆
生
皆
具
成
仏
道
者
必
也

肝
煎

田
島
大
喜
治
部
少
輔
並
玄
洞

右
此
鐘
者
雖
被
置
於
折
津
正
眼
寺
隠
居
大
洋
當
住

桂
以
方
覚

義
恩
和
尚
當
寺
江
被
贈
焉

于
時
慶
長
戊
戌
十
月
二
十
一
日

（

３）

と
あ
り
、
本
来
は
正
眼
寺
に
安
置
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
法

持
寺
に
鐘
が
な
か
っ
た
た
め
清
須
の
灰
原
氏
の
女
房
衆
が
父
母
の
供

養
の
た
め
に
寄
進
し
た
と
い
う
。
こ
の
鐘
銘
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
大

洋
は
隠
居
と
な
っ
て
お
り
、
住
持
は
七
世

桂
と
あ
る
。
し
か
し
、

大
洋
は
同
十
二
年（

一
六
〇
七）

七
月
二
十
八
日
よ
り
一
年
間
、
円

通
寺
の
代
住
と
し
て
普
済
寺
へ
輪
住
し
て
い
る
。
普
済
寺
の「

前
住

牒」

に
よ
れ
ば
、

尾
州
熱
田

円
通
寺
代
住

誓
海
派
前
住
當
山
法
持
六
代
大
洋
呑
事

住

同
十
三
戊
申
年

と
あ
り
、
法
持
寺
隠
居
で
は
な
く
六
世
住
持
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

普
済
寺
の
み
な
ら
ず
円
通
寺
に
も
輪
住
し
た

（

４）

。

同
十
五
年（

一
六
一
〇）

十
一
月
十
三
日
に
は
、
松
平
忠
吉
の
家

臣
で
あ
る
尾
張
衆
五
人
の
一
人
中
村
元
勝
が
逝
去
し
た
。
元
勝
は
弓

で
活
躍
し
た
人
で
今
川
氏
真
、
豊
臣
秀
次
、
徳
川
家
康
ら
に
仕
え
た

（

５）

。

そ
の
葬
儀
の
導
師
を
大
洋
が
務
め
て
い
る
。

元
和
二
年（

一
六
一
六）

に
は
平
田
山
極
楽
寺（

現
在
、
無
量
山

長
禅
寺

名
古
屋
市
中
川
区
富
田
町）

を
法
地
開
基
し
た
。
極
楽
寺

は
大
伽
藍
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
本
尊
は
恵
心
僧
都
作
の

阿
弥
陀
如
来
、
脇
立
の
観
音
、
勢
至
両
菩
薩
は
慈
覚
大
師
の
作
と
い

わ
れ
る
。
天
正
十
年（

一
五
八
二）

八
月
八
日
に
は
織
田
信
雄
よ
り

黒
印
を
賜
っ
て
お
り
、
開
基
と
な
っ
て
い
る

（

６）

。
そ
の
位
牌
は
、

（
表）

當
寺
開
基
徳
源
院
殿
特
進
儀
同
三
司
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実
巌
常
真
大
居
士

（
裏）

正
二
位
内
大
臣
伊
勢
国
司
信
長
公
二
男

織
田
信
雄
公

寛
永
七
庚

午

年
四
月
三
十
日
死
去

と
あ
る
。

昭
和
二
十
年
五
月
十
七
日
の
戦
災
で
伽
藍
が
焼
失
し
た
た
め
、
二

十
世
米
本
昭
心
は
開
山
大
洋
の
木
像
と
位
牌
を
新
し
く
安
置
し
た
が
、

こ
れ
は
大
洋
が
伝
法
開
山
の
禅
養
寺（

名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町）

の
木
像
に
な
ら
っ
て
作
ら
れ
た
。
な
お
、
極
楽
寺
は
万
治
元
年（

一

六
五
八）

に
無
量
山
長
禅
寺
と
改
号
し
て
い
る
。

大
洋
は
禅
養
寺
の
伝
法
開
山
で
も
あ
る
。禅
養
寺
は
明
応
五
年（

一

四
九
六）

に
悦
山
慶
忻（

天
文
二
年（

一
五
三
三）
十
二
月
九
日
示

寂）

が
開
基
と
な
っ
て
お
り
、
永
禄
年
中（

一
五
五
八

－

六
九）

に

兵
火
に
罹
っ
て
堂
宇
を
焼
失
し
寺
領
も
没
収
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
仮

堂
を
建
立
し
て
本
尊
を
安
置
し
た
後
、
文
禄
年
中（

一
五
九
二

－

九

五）

に
鬼
頭
内
匠
義
直
が
伽
藍
を
再
興
し
て
中
興
開
基
と
な
っ
た
。

ま
た
、
延
宝
年
中（

一
六
七
三

－

八
〇）

に
副
田
勘
左
衛
門
が
伽
藍

を
再
興
し
て
お
り
、
中
興
開
山
に
岳
室
宝
積（

宝
永
四
年（

一
七
〇

七）

八
月
二
十
六
日
示
寂）

を
迎
え
た
。
副
田
勘
左
衛
門
の
女
が
尾

張
二
代
藩
主
徳
川
光
友
の
子
松
平
出
雲
守
に
嫁
ぎ
、
生
れ
た
の
が
徳

雲
院
殿
心
月
電
光
大
童
子
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
延
宝
六
年（

一
六

七
八）

八
月
二
十
三
日
に
早
逝
し
た
た
め
、
禅
養
寺
で
葬
儀
を
行
っ

て
い
る

（

７）

。

中
興
開
山
岳
室
宝
積
と
大
洋
宗
呑
と
の
関
係
は
明
ら
か
に
な
ら
な

い
が
、
大
洋
か
そ
の
弟
子
の
法
を
嗣
い
だ
と
こ
ろ
か
ら
伝
法
開
山
に

勧
請
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
大
洋
が
法
持
寺
住
持
で
あ
っ
た
元
和
年
間（

一
六
一

五

－

二
三）

に
は
法
持
寺
が
火
災
に
罹
っ
た
。
そ
の
月
日
、
被
災
の

規
模
な
ど
は
不
詳

（

８）

で
あ
る
が
、
高
見
薬
師
堂
も
焼
失
し
て
い
る

（

９）

。
し

か
し
、
七
世

桂
祖
林
が
元
和
七
年（

一
六
二
一）

に
円
通
寺
代
住

と
し
て
普
済
寺
に
輪
住
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
罹
災

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

現
在
は
存
在
し
な
い
が
、
戦
前
の
法
持
寺
に
あ
っ
た
大
洋
の
卵
塔

に
は
、

寛
永
九
壬戌

暦

○
當
山
中
興
大
洋
呑
大
和
尚

正
月
初
五
日
呑
養
敬
白

（
）

と
あ
り
、
示
寂
後
に
弟
子
の
呑
養
が
記
し
た
も
の
で「

中
興」

号
が
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付
さ
れ
て
い
た
。中
興
と
な
っ
た
詳
し
い
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

お
そ
ら
く
罹
災
に
あ
っ
た
後
、
伽
藍
な
ど
を
復
興
し
た
功
績
に
よ
り

贈
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
現
在
の
回
向
草
紙
の

歴
住
に
は
大
洋
が
中
興
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
の
後
の
行

歴
は
明
ら
か
で
な
い
。
禅
養
寺
の
位
牌
に
は
、

（

表）

法
持
六
世
當
寺
開
法
大
洋
呑
大
和
尚
禅
師

（

裏）

寛
永
九
壬

申

年
正
月
五
日

九
十
六
歳
示
寂

と
あ
り
、
寛
永
九
年（

一
六
三
二）
正
月
五
日
に
九
十
六
歳
で
示
寂

し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
長
寿
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

（

１）

宝
昌
寺
文
書
整
理
番
号
一
七
四
の「

由
緒
書」
に

其
後
天
正
十
八
年
ニ
開
祖
遷
化
シ
玉
ヒ
副
住
大
洋
宗
呑
和
尚
ハ

法
持
寺
エ
移
転
シ
信
長
公
落
城
ノ
砌
リ
…
…

と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

（

２）

鐘
銘
に
は
方（

万）

覚
義
恩
と
な
っ
て
い
る
が
、
正
眼
寺
の「
歴

代
住
山
記」

で
は
天
沢
義
恩
と
な
っ
て
い
る
。

（

３）

鐘
銘
は『

愛
知
県
金
石
文
集』

上（

昭
和
十
七
年
七
月

愛
知
県

教
育
会）

六
頁
に
あ
げ
て
い
る
。

（

４）
「

円
通
現
住
記
及
末
山
略
考」（

円
通
寺
蔵）

に

法
持
寺

自
二
代
維
玄
和
尚
代
々
本
山
輪
次
住
相
勉
六
世
大
洋

（

マ
マ）

呑
和
尚
本
山
住
及
大
本
山
普
済
寺
住
共
被
相
勉
也

（

マ
マ）

と
あ
る
。

（

５）

中
村
元
勝
に
つ
い
て
は
拙
著『

明
治
期
以
後
の
法
持
寺
史』（

平
成

十
六
年
十
月

白
鳥
山
法
持
寺）

二
二
一
頁
に
詳
し
く
述
べ
て
お
い

た
。

（

６）
『

尾
張
徇
行
記』（

四）

の
長
禅
寺
項（『

名
古
屋
叢
書
続
編』

第
七

巻

昭
和
四
十
三
年
九
月

名
古
屋
市
教
育
委
員
会）

十
八
頁
、

『

富

田
町
史』（

昭
和
三
十
一
年
七
月

富
田
町
史
編
纂
委
員
会）

五
十
七

頁
に
由
緒
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（

７）

禅
養
寺
の
歴
史
は『

尾
張
徇
行
記』（

一）

の
禅
養
寺
項（『

名
古

屋
叢
書
続
編』

第
四
巻

昭
和
三
十
九
年
十
一
月

名
古
屋
市
教
育

委
員
会）

一
三
四
頁
、

『

尾
張
志』

上（

昭
和
四
十
四
年
九
月

歴
史

図
書
社）

六
三
八
頁
、
横
地
清『

中
村
区
の
歴
史』（

昭
和
五
十
八
年

十
二
月

愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会）

一
二
四
頁
、

『

中
村
区
誌』（

昭

和
六
十
二
年
十
月

中
村
区
制
施
行
50
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会）

三
一
三
頁
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（

８）

長
谷
川
彦
吉『

名
府
回
禄
志』（

昭
和
十
三
年
十
二
月

磊
々
居）

三
頁
、『

名
古
屋
の
火
災
記
録
集
成』（

昭
和
四
十
八
年
十
月

名
古

屋
市
消
防
局
総
務
部
人
事
教
養
課）

二
頁
に
あ
げ
て
い
る
。

（

９）
『

張
州
雑
志』

巻
第
五
十
六
の
法
持
寺
項
に
あ
る
高
見
薬
師
の
縁
起

に
い
う
。

（
10）

「

碑
叢」（

四）（

名
古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館
蔵）

に
記
し
て
あ
る
。
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七
世

桂
祖
林

五
世
春
沢
祖
豊
の
伝
記
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、

桂
は
浅

井
盛
親
の
子
で
、
春
沢
の
又
従
兄
弟
に
あ
た
る
。

「

春
沢
譲
状
控」

に

よ
れ
ば
、
天
正
十
三
年（

一
五
八
五）

九
月
に
は
塔
頭
の
三
笑
軒
に

住
持
し
て
お
り
、
春
沢
よ
り
田
や
畠
な
ど
を
譲
り
受
け
て
い
る

（

１）

。

法
持
寺
七
世
と
な
っ
た
年
次
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
慶
長
三

年（

一
五
九
八）

十
月
二
十
一
日
に
正
眼
寺
の
天
沢
義
恩
の
計
ら
い

で
具
え
た
鐘
の
銘
に
は
當
住
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
住
持

で
あ
っ
た
か
を
裏
付
け
る
資
料
は
な
い
た
め
明
確
で
な
い
。

元
和
七
年（

一
六
二
一）

七
月
に
は
円
通
寺
の
代
住
と
し
て
普
済

寺
へ
輪
住
し
た

（

２）

。
ま
た
、
同
年
に
は
龍
源
寺（

愛
知
県
海
部
郡
大
治

町）

の
法
地
開
山
に
も
迎
え
ら
れ
て
い
る
。
龍
源
寺
の
草
創
開
基
は

天
文
元
年（

一
五
三
二）

三
月
二
十
七
日
に
亡
く
な
っ
た
桃
岳
宗
見

居
士
で
、
そ
の
末
裔
の
吉
田
不
説
の
父（

快
応
心
悦
居
士
、
天
和
元

年（

一
六
八
一）

十
二
月
二
十
五
日
没）

が
中
興
開
基
と
な
っ
て

い
る

（

３）

。
そ
の
た
め
二
世
禅
室
雲
智（

貞
享
三
年（

一
六
八
六）

二
月

十
五
日
示
寂）

に
よ
っ
て

桂
は
勧
請
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
間
の
事
情
は
不
詳
で
あ
る
。

龍
源
寺
の
近
く
に
あ
る
東
光
寺（

愛
知
県
海
部
郡
大
治
町）

の
日
牌

過
去
帳
の「

七
日」

に
、

桂
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、

法
持
七
世

桂
祖
林
大
和
尚

當
村
佐
之
右
ヱ
門
妻

平
右

ヱ
門
養
子
娘

平
左
ヱ
門

娘
実
父
ナ
リ

と
あ
り
、

桂
は
東
光
寺
の
所
在
す
る
堀
之
内
村
の
佐
之
右
ヱ
門
の

妻
、
平
右
ヱ
門
の
養
子
娘
、
平
左
ヱ
門
の
娘
の
実
父
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
熱
田
の
浅
井
家
出
身
の

桂
は
、
出
家
前
に
三
人
の
娘
が

い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
関
係
は
明
確
で
な
い
。

元
和（

一
六
一
五

－

二
三）

か
ら
寛
永（

一
六
二
四

－

四
三）

の

初
め
頃
、
春
養
寺（

名
古
屋
市
熱
田
区
旗
屋
町）

の
草
創
開
山
と
な
っ

た
。
春
養
寺
は
、
真
言
宗
の
喜
見
寺（

名
古
屋
市
熱
田
区
神
宮）

の

六
坊
の
一
つ
春
養
院
を
祥
光
荷
公（

寛
永
十
四
年（

一
六
三
七）

十

二
月
三
日
寂）

が
現
在
地
へ
移
転
再
興
し
て
曹
洞
宗
に
改
め
た
寺
院

で
あ
る
。

桂
は
そ
の
草
創
開
山
に
迎
え
ら
れ
、
寛
永
三
年（

一
六

二
六）

に
法
持
寺
よ
り
春
養
寺
へ
隠
棲
し
た

（

４）

。
本
尊
大
日
如
来
坐
像

は「

熱
田
之
記」

に
よ
れ
ば
、

桂
和
尚
夢
想
ノ
事
有
テ
白
鳥
山
境
内
ヨ
リ
仏
ノ
御
頭
ヲ
掘
出

セ
リ
再
興
而
本
尊
ト
ス

（

５）

と
あ
り
、
法
持
寺
境
内
よ
り
掘
り
出
さ
れ
た
仏
頭
と
い
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
寛
永
九
年（

一
六
三
二）

八
月
七
日
に
示
寂
し
た
。
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（
１）

「

春
沢
譲
状
控」

は
鳥
居
和
之「

熱
田
浅
井
家
資
料」（

平
成
十
一

年
三
月「

名
古
屋
市
博
物
館
研
究
紀
要」

第
二
十
二
巻）

十
八
頁
に

翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（

２）

普
済
寺
の「

前
住
牒」

に
は
、

誓
海
派

前
住
當
山
法
持
七
世

桂
祖
林

住

円
通
代
住

尾
州
熱
田

同
八
壬

戌

年

と
あ
る
。

（

３）
『

尾
張
徇
行
記』（
四）
の
龍
源
寺
項（『

名
古
屋
叢
書
続
編』

第
七

巻

昭
和
四
十
三
年
九
月

名
古
屋
市
教
育
委
員
会）

二
〇
九
頁
、

『

大
治
町
史』（

昭
和
五
十
四
年
十
二
月

大
治
町
役
場）

四
七
〇
頁

の
龍
源
寺
由
緒
に
い
う
。

（

４）
『

尾
張
徇
行
記』（

一）

の
春
養
寺
項（『
名
古
屋
叢
書
続
編』

第
四

巻

昭
和
三
十
九
年
十
一
月

名
古
屋
市
教
育
委
員
会）

二
〇
七
頁
、

『

名
古
屋
市
史』

社
寺
編（

大
正
四
年
七
月

名
古
屋
市
役
所）

六
五

九
頁
に
い
う
。

（

５）
「

熱
田
之
記」（

名
古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館
蔵）

一
一
一
頁
の「

春

養
寺
在
幡
屋」

に
い
う
。

九
世

大
通
快
道

大
通
快
道
が
法
持
寺
九
世
と
な
っ
た
年
月
日
は
不
詳
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
先
住
月
峰
慶
呑
の
示
寂
し
た
承
応
四
年（

一
六
五
五）

頃

か
と
思
わ
れ
る
。

大
通
は
空
雲
寺（

名
古
屋
市
中
川
区
中
島
新
町）

の
草
創
開
山
で
、

空
雲
寺
の
位
牌
に
は
、

（

表）

法
持
九
世
當
山
草
創
大
通
快
道
大
和
尚
禅
師

（

裏）

延
宝
五
巳
正
月
十
六
日

と
あ
り
、
墓
碑
銘
に
は
、

（

表）

法
持
九
世
當
寺
開
山
大
通
道
大
和
尚
禅
師

（

裏）

延
宝
五
丁

巳

歳
正
月
十
六
日

と
あ
る
。

空
雲
寺
は
所
蔵
す
る『

年
回
早
繰
帳』

の
冒
頭
に
あ
る「

當
山
由

緒」

や『

年
中
行
事

當
寺
来
歴

簿』

の「

當
山
来
歴」

、
開
山
堂
の
聯
な
ど
に
よ

れ
ば
、
寛
文
元
年（

一
六
六
一）

六
月
十
五
日
に
春
日
井
郡
大
留
村

（

現
在
、
春
日
井
市
大
留
町）

に
あ
っ
た
善（

禅）

源
寺
の
寺
号
を
譲

り
受
け
て
、
鬼
頭
景
義
が
開
基
と
な
り
大
通
を
開
山
に
迎
え
て
開
か

れ
た
。

開
基
の
鬼
頭
景
義
は
、
江
戸
初
期
に
出
た
希
代
の
新
田
開
発
王
と

い
わ
れ
、
寛
永
八
年（

一
六
三
一）

か
ら
明
暦
三
年（

一
六
五
七）

ま
で
の
二
十
六
年
間
に
海
東
、
海
西
、
愛
知
、
知
多
、
春
日
井
の
旧
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尾
張
五
郡
と
美
濃
の
安
八
郡
の
合
せ
て
二
十
七
カ
村
、
約
三
千
八
百

町
歩
、
石
高
に
し
て
二
万
二
千
石
の
新
田
を
開
発
し
た
。
木
津
用
水

や
萱
津
用
水
な
ど
も
開
い
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
功
績
は
計
り
知
れ
な

い
程
大
き
く
、
尾
張
藩
よ
り
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
て
い
る
。

寛
文
十
一
年（
一
六
七
一）

九
月
、
黄
檗
宗
の
万
福
寺
二
世
木
庵

性

が
江
戸
か
ら
の
帰
途
、
剃
髪
を
受
け
て
空
雲
の
戒
名
を
得
た

（

１）

。

延
宝
四
年（

一
六
七
六）
七
月
十
五
日
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
開
山

堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
景
義
の
木
像
の
位
牌
に
は
、

（

表）

當
寺
開
基
道
龍
空
雲
上
座

（

裏）

延
宝
四
丙

辰

七
月

と
あ
る
。
な
お
、
厨
子
の
右
扉
に
は
、

鬼
頭
吉
兵
衛
源
景
義
法
諱
道
龍
空
雲
首
座

延
宝
第
四
丙

辰

歳

七
月
十
五
日
示
寂

と
あ
り
、
左
扉
に
は
、

維
時
文
化
四
丁

卯

年
仲
冬
空
雲
五
世
孫
鬼
頭
吉
兵
衛
源
義
民
厨

子
及
斗
帳
謹
重
修
焉

と
あ
っ
て
、
文
化
四
年（

一
八
〇
七）

十
一
月
に
景
義
よ
り
五
代
後

の
義
民
が
厨
子
と
斗
帳
を
修
理
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

大
通
の
後
住
に
は
、
法
持
寺
十
世
海
岸
義
雲
が
就
い
た
。
位
牌
に
、

（

表）

法
持
十
世
當
寺
二
代
中
興
海
岸
義
雲
大
和
尚
禅
師

（

裏）

元
禄
五
壬

申

秋
九
月
十
五
日

と
あ
り
、
墓
碑
銘
も
同
じ
で
あ
る
。「

二
代
中
興」

と
な
っ
て
い
る

が
、
そ
の
経
緯
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
開
山
堂
の
聯
や「

當
山
由

緒」

な
ど
に
よ
れ
ば
、
寛
文
元
年（

一
六
六
一）

に
開
創
さ
れ
て
以

来
、
五
十
年
後
に
は
伽
藍
が
大
破
し
た
。
そ
の
た
め
掛
搭
し
て
い
た

大
超
義
円
長
老
は
鬼
頭
兵
内（

景
義
三
男）

、
同
勘
兵
衛（

同
二
男）

、

同
十
良
右
門（

同
四
男）

、
同
平
六
良
、
同
市
太
良
ら
の
助
力
を
得
て

享
保
十
二
年（

一
七
二
七）

四
月
十
二
日
に
再
建
し
た
。

大
超
義
円
長
老
は
、

「

當
山
来
歴」

に
よ
れ
ば
三
代
目
と
あ
り
、
四

代
目
は
牧
堂
祖
牛
首
座
、五
代
目
は
大
柔
孝
倫
首
座
と
続
い
て
い
る
。

し
か
し
、二
代
は
海
岸
義
雲
で
な
く
鉄
叟
単
清
首
座
と
な
っ
て
お
り
、

当
時
の
空
雲
寺
は
平
僧
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
を
図
示
し
て
み
る

と
、

大
通
快
道（

－

ばバビビ）

─
─
海
岸
義
雲（

－

ばバベび）

─
─
鉄
叟
単
清
─
─

草
創
開
山

草
創
二
代

二
代

大
超
義
円（

－

ばビビボ）

─
─
牧
堂
祖
牛（

－

ばビバブ）

─
─
大
柔
孝
倫

三
代

四
代

五
代

（

－

ばビバば

－）
と
な
る
。
そ
の
た
め
海
岸
は
空
雲
寺
の
開
創
に
あ
た
り
、
本
師
の
法
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持
寺
住
持
で
あ
っ
た
大
通
を
迎
え
た
。
実
際
は
海
岸
が
草
創
に
尽
力

し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
自
ら
は
二
代
と
な
り
、
後
に
中
興
号
が
贈
ら

れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
空
雲
寺
は
法
持
寺
十
五
世
督
宗

淳
董
を
請
し
て
法
地
と
な
っ
て
い
る
。

『

円
通
現
住
記
及
末
山
略
考』

の
円
通
寺
六
代「

玉
葉
和
尚」

の
項
に

は
、

右
円
通
寺
玉
葉
和
尚
寛
文
十
年
ニ
進
院
後
末
山
三
寺
ノ
住
持
ハ

法
持
寺
快
道
和
尚
勢
州
篠
嶋
ヨ
リ
来
儀

法
持
寺
ニ
テ
老
年
隠
遁
遷
化

医
王
寺

碧
峯
和
尚

是
ハ
玉
葉
ノ
弟
子
分
ナ
リ

常
安
寺

万
峯
和
尚

と
あ
り
、
玉
葉
が
円
通
寺
に
進
院
し
た
寛
文
十
年（

一
六
七
〇）

頃

の
法
持
寺
住
持
は
大
通
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
さ
ら
に

大
通
は
伊
勢
領
で
あ
っ
た
篠
嶋
か
ら
来
た
よ
う
で
、
晩
年
は
法
持
寺

に
お
い
て
遷
化
し
た
。

遷
化
の
年
次
は
延
宝
五
年（

一
六
七
七）

で
あ
る
が
、
空
雲
寺
の

位
牌
、
墓
碑
銘
、
過
去
帳（『

年
回
早
繰
帳』）

に
よ
れ
ば
正
月
十
六

日
と
あ
る
。
し
か
し
、
法
持
寺
蔵
の『

毎
日
霊
供
鑑』

や
成
福
寺
蔵

の「

法
持
寺
世
代
示
寂
年
月
日」

に
は
、
示
寂
日
が
九
月
十
六
日
と

な
っ
て
い
る
。

（

１）

鬼
頭
景
義
に
つ
い
て
は『

編新

愛
知
県
偉
人
伝』（

昭
和
五
十
四
年

九
月
再
復
刻

愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会）

二
六
八
頁
、
長
谷
川
徳

元
編「

道
龍
山
空
雲
寺」

、
水
野
時
二『

心
に
の
こ
る
東
海
の
人』（

平

成
三
年
三
月

名
古
屋
鉄
道
株
式
会
社）

十
八
頁
、「

ウ
エ
ル
ぱ
ぱ

す」

第
三
十
七
号（

平
成
十
三
年
四
月

中
日
メ
デ
ィ
ア
ブ
レ
ー
ン）

所
収
の「

史
跡
め
ぐ
り
委
空
雲
寺」

な
ど
を
参
照
し
た
。

十
世

海
岸
義
雲

海
岸
義
雲
が
法
持
寺
住
持
に
就
い
た
年
次
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

『

円
通
現
住
記
及
末
山
略
考』

に
よ
れ
ば
、
寛
文
十
年（

一
六
七
〇）

に

九
世
大
通
快
道
が
住
持
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、大
通
は
延
宝
五
年（

一

六
七
七）

に
示
寂
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
間
に
住
持
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
通
が
開
創
し
た
空
雲
寺
の
二
世
に
も
就
い
て

お
り
、
空
雲
寺
過
去
帳
に
よ
れ
ば
、

元
禄
五
壬

申

年

當
山
中
興
二
世
海
岸
義
雲
大
和
尚

九
月
十
五
日

當
寺
二
世

と
あ
り
、
位
牌
、
墓
碑
銘
も
同
じ
二
世
中
興
と
な
っ
て
い
る
。

開
山
地
林
泉
寺（

京
都
府
船
井
郡
八
木
町）

は
播
磨
の
守
護
職
に

任
ぜ
ら
れ
た
赤
松
則
村
の
子
孫
で
あ
っ
た
益
則
が
創
建
し
た
寺
で
、



興
隆
期
の
法
持
寺
に
つ
い
て（

川
口）

─ ─79

初
め
菩
提
山
観
音
寺
と
称
し
た
。
益
則
は
僧
と
な
り
、
寺
門
経
営
に

専
念
し
赤
松
家
の
菩
提
を
弔
っ
た
。
延
宝
年
中（

一
六
七
三

－

八
〇）

に
は
雄
峰
益
英
、
賢
安
衆
に
よ
り
海
岸
を
勧
請
し
て
開
山
に
迎
え
、

清
涼
山
林
泉
寺
と
改
称
し
法
持
寺
の
末
寺
と
な
っ
た

（

１）

。

林
泉
寺
の
過
去
帳
に
は
、

開
山
海
岸
義
雲
大
和
尚

元
禄
五
年

九
月
十
五
日

法
持
十
世

當
寺
勧
請

と
あ
り
、
勧
請
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
勧
請
し
た
益
英
、
賢
安
に

つ
い
て
は
、

重
創
雄
峯
益
英
大
和
尚

宝
永
四
年

十
一
月
廿
三
日

前
住
賢
安
衆
大
和
尚

延
宝
三
年

十
月
一
日

と
あ
り
、
続
い
て

前
住
高
岩
清
大
和
尚

正
徳
六
年

二
月
四
日

と
あ
り
、
高
岩
も
関
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
益
英
と
高

岩
の
墓
塔
に
は
、

（

表）

重
創
塔

（

裏）

號
雄
峰
諱
益
英

（

表）

高
嵓
和
尚

（

裏）

元
禄
十
三
年
二
月
廿
九
日

と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
益
英
が
中
心
と
な
り
海
岸
を
勧
請
し
て
再

興
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
益
英
に
重
創
号
が
贈
ら
れ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
賢
安
衆
、
高
岩
も
協
力
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
、前
住
号
を
贈
り
墓
塔
も
建
立
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

林
泉
寺
二
世
は
法
持
寺
十
二
世
弘
海
義
全
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く

弘
海
も
勧
請
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。林
泉
寺
の
過
去
帳
に
は
、

二
世
弘
海
義
全
大
和
尚

享
保
十
二
年

十
一
月
四
日

と
あ
り
、
墓
塔
は
、

（

表）

二
代

（

裏）

號
弘
海
諱
義
全

享
保
十
二
霜
月
四
日
化

と
あ
る
。
林
泉
寺
に
お
け
る
行
歴
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
雄
峰

益
英
、
賢
安
衆
、
高
岩
ら
と
法
持
寺
の
海
岸
義
雲
、
弘
海
義
全
と
の

間
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
り
、
勧
請
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『

張
州
雑
志』

巻
第
五
十
六
及
び『

張
州
志
略
三』

に
よ
れ
ば
、
法

持
寺
本
堂
の「

白
鳥
山」

の
山
号
額
は
東
皐
心
越（

一
六
三
九

－

九

六）

の
揮
毫
と
い
う
。
心
越
は
明
か
ら
の
渡
来
僧
で
、
曹
洞
宗
寿
昌

派
の
祖
と
称
さ
れ
た
。
延
宝
五
年（

一
六
七
七）

に
来
日
し
天
和
元

年（
一
六
八
一）

に
長
崎
を
立
っ
て
江
戸
へ
行
き
徳
川
光
圀
の
奏
請
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に
よ
っ
て
水
戸
の
天
徳
寺（

後
に
祇
園
寺
と
改
称）

に
住
持
し
た

（

２）

。

心
越
が
江
戸
へ
向
う
途
中
の
延
宝
か
ら
天
和
年
間
頃
に
揮
毫
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
、
海
岸
の
法
持
寺
時
代
で
あ
ろ
う
。

海
岸
は
元
禄
五
年（

一
六
九
二）

九
月
十
五
日
に
示
寂
し
た
。
た

だ
し
、
成
福
寺
蔵
の「
法
持
寺
世
代
示
寂
年
月
日」

で
は
元
禄
三
年

（

一
六
九
〇）

九
月
十
五
日
と
な
っ
て
い
る
。

（

１）

林
泉
寺
の
由
緒
は『
八
木
町
寺
院
誌』（

昭
和
五
十
八
年
十
一
月

八
木
町
教
育
委
員
会）

七
十
九
頁
以
後
に
よ
る
。

（

２）

心
越
の
伝
記
は
浅
野
斧
山『

東
皐
全
集』（

明
治
四
十
四
年
六
月

一
喝
社）

、
杉
村
英
治『

望
郷
の
詩
僧

東
皐
心
越』（

平
成
元
年
三

月

三
樹
書
房）

に
よ
っ
た
。

十
一
世

悦
堂
愚
禅

悦
堂
愚
禅
の
住
持
日
及
び
示
寂
年
月
日
は
不
詳
で
あ
る
。し
か
し
、

法
持
寺
二
十
八
世
鼎
三
即
一
が
二
十
三
世
證
応
道
契
と
の
祥
月
忌
供

養
を
行
っ
た
香
語
に
、

白
鳥
十
一
世
悦
堂
愚
禅
。
廿
三
世
證
応
道
契
。
二
和
尚
忌
。

證
契
師
資
意
自
通
。
一
堂
禅
悦
味
無
窮
。
春
心
二
月
兼
三
月
。

遠
近
高
低
趣
一
同
。

。
没
波
白
鳥
浮
波
日
。
始
識
吾
門
一
世

雄
。
三
月
廿
九
日
正

忌
。
二
月
取
越
。

（

１）

と
あ
る
た
め
、
三
月
二
十
九
日
が
命
日
と
思
わ
れ
る
。

悦
堂
の
住
持
し
て
い
た
年
次
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
石
燈
籠
が
法

持
寺
境
内
に
あ
る
。
そ
の
銘
に
は
、

有
沢
玄
者
三
笑
軒
先
住
持
也
。
先
是
読
誦
法
華
三
十
三
年
其

間
不
知
幾
千
部
也
。
遂
伸
供
養
刻
石
観
音
像
立
于
庭
中
。
所
施

者
波
﨑
氏
正
次
也
。
重
読
誦
法
華
一
千
部
。
其
間
凡
七
年
。
先

施
主
波
﨑
氏
木
村
氏
今
年
又
立
石
燈
廷
立
于
観
音
像
前
故
読
経

之
功
其
施
主
之
信
同
書
而
以
録
来
鑑
。

于
時
元
禄
七
申

戌

年
夷
則
吉
日

蓬
莱
宮
畔
白
鳥
山
法
持
禅
悦
堂
謹
誌

と
あ
り
、
元
禄
七
年（

一
六
九
四）

七
月
に
法
持
寺
住
持
と
し
て
銘

を
誌
し
て
い
る
。

そ
れ
に
は
塔
頭
の
三
笑
軒
先
住
の
沢
玄
が『

法
華
経』

を
三
十
三

年
間
読
誦
し
石
造
観
音
像
を
彫
刻
し
て
庭
中
に
立
て
た
。
施
主
は
波

﨑
氏
で
あ
っ
た
が
七
年
後
の
本
年
、
波
﨑
氏
と
木
村
氏
に
よ
っ
て
観

音
像
の
前
に
石
燈
廷
が
建
て
ら
れ
た
と
い
う
。
な
お
、
こ
の
観
音
像

は
現
在
も
法
持
寺
境
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
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法
持
寺
の
薬
師
如
来
す
な
わ
ち
高
見
薬
師
は
、
元
禄
年
間（

一
六

八
八

－

一
七
〇
四）

に
悦
堂
が
堂
宇
を
建
立
し
て
祀
っ
た
と
い
わ

れ
る

（

２）

。

『
張
州
雑
志』

巻
第
五
十
六
に
よ
れ
ば
弘
法
大
師
所
造
と
あ
る

が
、
元
禄
十
二
年

（
３）（

一
六
九
九）

四
月
八
日
に
堂
主
の
一
播
が
記
し

た
縁
起
に
は
、

堂
一
宇

安
㍼薬
師
如
来
㍽
座
像
長
二
尺

弘
法
所
造

南
面
在
㍼法

リ

持
寺
門
外
㍽

ニ

ス

扁
額
高
見
薬
師
四
字
筆

者
不
㍾詳

縁
起
曰
相
伝
此
像
旧
在
㍼三
州
佐
久
之
嶌
㍽元
和
年
中
祝
融

ヒ

ノ

ト

リ

ノ

ニ

ニ

ノ

之
災
罹
㍼
堂
及
像
㍽忽
堂
主
驚
悸

而
投
㍼像
於
海
中
㍽其
像

カ
カ
レ
リ

ヒ

ニ

チ

シ
テ

ク

ヲ

ニ

ノ

為
㍼海
潮
㍽所
㍾漂
出
㍼于
此
処
三
胯
㍽児
童
争
取
弄
㍾
之
如
㍼傀

メ
ニ

ノ

シ
テ

サ

ツ

ノ

ノ

ツ
マ
タ

ヒ

テ

ル
コ
ト

ク

儡
㍽然
俄

而
失
狂

噛
爰
有
㍼石
橋
氏
者
㍽知
㍼其
霊
像
㍽

ノ

リ

ニ
シ
テ

シ
テ

ル

ニ

リ

テ

ノ

ナ
ル
コ
ト
ヲ

怖
畏

営
㍾堂
安
焉
。
當
時
将
謂
㍼弘
法
大
師
之
彫
刻
㍽故
奏
㍼

シ
テ

ミ

ヲ

ス

ニ
イ
ヱ
リ

ノ

ト

ニ

ス

之
有
司
㍽尓
来
佐
久
之
嶋
漁
人
毎
歳
詣
㍼于
此
堂
㍽今
堂
主
一

ヲ

ニ

ス

ニ

ノ

播
問
㍼夫
蹤
由
㍽答
曰
相
伝
利
修
仙
人
之
作
而
鳳
来
薬
師
同
木

フ

ノ

ヲ

テ

ク

ヒ

フ

同
刻
也
於
㍾
此
始
知
嚮
所
㍾
奏

弘
法
大
師
之
造

者
果

テ

テ

ル

ニ

ノ

ス
ル

ト
云
ハ

シ
テ

是
謬
訛
也

于
㍾時
元
禄
十
三
年
己
卯
夏
四
月
仏
生
日
堂
主
一
播
識

（

マ
マ）

と
あ
り
、
元
は
三
河
の
佐
久
之
島
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

元
和
年
中（

一
六
一
五

－

二
四）

に
祀
っ
て
あ
る
御
堂
が
火
災
に
あ
っ

た
た
め
、
堂
主
は
驚
き
薬
師
如
来
像
を
海
中
に
投
じ
た
。
そ
れ
が
流

れ
て
熱
田
に
着
き
、
子
供
た
ち
が
も
て
遊
ん
で
い
た
が
、
石
橋
氏
は

霊
像
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
御
堂
を
建
立
し
た
。
当
時
は
弘
法
大
師

の
彫
刻
と
い
わ
れ
官
吏
に
届
け
た
。
そ
れ
以
来
、
佐
久
之
島
の
漁
人

が
毎
年
、
こ
の
堂
に
参
詣
し
て
お
り
、
今
の
堂
主
の
一
播
に
像
の
伝

承
を
た
ず
ね
る
と
、
利
修
仙
人
の
作
で
三
河
鳳
来
寺
の
薬
師
像
と
同

木
同
刻
と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
初
め
て
縁
起
を
知
る
こ
と
が

で
き
、
弘
法
大
師
所
造
説
は
謬
り
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
薬
師
堂
は
、
元
禄
十
二
年
の
悦
堂
住
持
時
代
に
造
ら

れ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
一
説
に
よ
れ
ば
、
十
五
世
督
宗
淳
董
が
薬
師

像
に
心
願
し
て
大
病
が
平
癒
し
、
そ
の
後
霊
験
あ
ら
た
か
に
よ
っ
て

信
者
が
多
く
な
っ
た
と
す
る
説

（

４）

も
あ
る
。
な
お
、
同
年
七
月
十
日
に

は
法
持
寺
本
尊
の
延
命
地
蔵
菩
薩
像
の
浄
鏡
と
輪
光
が
寄
進
さ
れ
て

い
る
。
輪
光
の
左
右
横
に「

元
禄
十
二

七
月
十
日」

と
あ
り
、
表

に
は「

輪
光
ハ

大
光
ノ

察
応
寄
進」

、
裏
に
は「

カ
ヽ
ミ
ハ
貞
光
施

之」

と
彫
ら
れ
て
い
る
。
輪
光
は
大
光
院（

名
古
屋
市
中
区
大
須）

九
世
逸
堂
察
応
よ
り
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
、
鏡
は
貞
光
が
寄
進
し
て

い
る
。
貞
光
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
。

何
れ
に
し
て
も
元
禄
年
間
は
悦
堂
の
住
持
時
代
と
み
ら
れ
る
。
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（
１）

鼎
三
即
一
の
語
録『

天
籟
餘
韻』

に
あ
る
。

（

２）
川
口
高
明「

白
鳥
山
法
持
寺」

の
栞
の「

高
見
薬
師
如
来
座
像」

に
い
う
。
こ
の
説
は
戦
前
に
書
か
れ
た
高
見
薬
師
如
来
の
由
緒
か
ら

と
ら
れ
て
い
る
。

（

３）

こ
の
縁
起
は「

元
禄
十
三
年
己
卯」

に
堂
主
の
一
播
が
識
し
た
と

あ
る
が
、
十
三
年
の
干
支
は
庚
辰
で
、
十
二
年
が
己
卯
の
た
め
、
十

二
年
説
を
と
っ
た
。

（

４）

戦
後
に
印
刷
さ
れ
た
法
持
寺
の「

医
王
薬
師
如
来
の
栞」

に
い
う

説
で
あ
る
。

十
二
世

弘
海
義
全

弘
海
義
全
の
法
持
寺
住
持
期
間
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
十
一
世

悦
堂
愚
禅
の
項
で
み
た
よ
う
に
、
法
持
寺
の
本
尊
延
命
地
蔵
菩
薩
像

の
輪
光
は
、
銘
に
よ
る
と
元
禄
十
二
年（

一
六
九
九）

七
月
十
日
に

大
光
院
九
世
逸
堂
察
応
か
ら
の
寄
進
で
あ
る
。
逸
堂
と
法
持
寺
と
の

関
係
は
不
詳
で
あ
る
が
、
弘
海
の
歴
住
地
成
福
寺（

名
古
屋
市
北
区

瑠
璃
光
町）

は
逸
堂
が
五
世
、
弘
海
は
六
世
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

た
め
逸
堂
と
弘
海
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

逸
堂
が
大
光
院
へ
昇
住
し
た
後
、
弘
海
が
成
福
寺
に
住
持
し
、
続
い

て
法
持
寺
へ
昇
住
し
た
時
、
輪
光
を
寄
進
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
の
た
め
元
禄
十
二
年
は
弘
海
が
法
持
寺
住
持
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
う
す
る
と
十
一
世
悦
堂
の
住
持
期
間
は
元
禄
十
一
年
ま
で
と
み

ら
れ
る
が
、
確
か
な
こ
と
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

次
に
弘
海
の
他
の
歴
住
地
を
な
が
め
て
み
よ
う
。

「

稿
本
藩
士
名
寄

─
─
寺
院
ノ
部
─
─」（

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵）

大
光
院
項
に
よ
れ

ば
、
天
和
二
年（

一
六
八
二）

に
朝
宗
智
恩
が
大
光
院
八
世
に
住
持

し
て
お
り
、
そ
の
後
に
逸
堂
が
九
世
住
持
に
な
っ
た
。
逸
堂
は
宝
永

元
年（

一
七
〇
四）

九
月
六
日
に
万
松
寺（

名
古
屋
市
中
区
大
須）

へ
昇
住
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
間
に
大
光
院
へ
住
持
し
た
。
法
持
寺

本
尊
の
輪
光
の
銘
か
ら
、
元
禄
十
二
年（

一
六
九
九）

に
は
大
光
院

住
持
で
あ
っ
た
た
め
、
天
和
二
年（

一
六
八
二）

か
ら
元
禄
十
二
年

（

一
六
九
九）

の
間
に
大
光
院
へ
昇
住
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
間
が
弘
海
の
成
福
寺
時
代
と
考
え
ら
れ
る
。

林
泉
寺（

京
都
府
船
井
郡
八
木
町）

二
世
に
も
な
っ
て
お
り
、
林

泉
寺
の
過
去
帳
に
は
、

二
世
弘
海
義
全
大
和
尚
享
保
十
二
年

十
一
月
四
日

と
あ
り
、
墓
塔
は
、
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（

表）

二
代

（
裏）

號
弘
海
諱
義
全

享
保
十
二
霜
月
四
日
化

と
あ
る
。
林
泉
寺
は
十
世
海
岸
義
雲
の
項
で
み
た
よ
う
に
、
延
宝
年

間（

一
六
七
三

－

八
〇）

に
雄
峯
益
英
、
賢
安
衆
ら
が
海
岸
義
雲
を

開
山
に
勧
請
し
て
お
り
、
弘
海
も
勧
請
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

（

１）

。
何
れ

に
し
て
も
雄
峯
益
英（

宝
永
四
年（

一
七
〇
七）

十
一
月
二
十
三
日

示
寂）

、
賢
安
衆（

延
宝
三
年（
一
六
七
五）

十
月
一
日
示
寂）

よ
り

も
後
に
示
寂
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
墓
塔
は
後
世
の
人
に
よ
っ
て

建
立
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

東
昌
寺（

愛
知
県
海
部
郡
大
治
町）

の
開
山
で
も
あ
る
。

『

尾
張
徇

行
記』（

四）

に
、

一
東
昌
寺

府
志
ニ
ナ
シ
○
覚
書
ニ
熱
田
法
持
寺
末
寺
東
正
庵

寺
内
年
貢
地
○
當
寺
書
上
ニ
境
内
六
畝
歩
村
除
、
此
寺
草
創

年
暦
不
伝
、
中
興
開
山
ハ
享
保
十
二
未
年
本
寺
熱
田
法
持
寺

十
二
世
義
全
和
尚
也
、
昔
ハ
東
照
庵
ト
号
セ
シ
カ
同
年
東
昌

庵
ト
改
号
セ
リ
、
号
法
光
山
曹
洞
宗
ナ
リ

と
あ
り
、
草
創
年
次
は
不
詳
で
あ
る
が
、
享
保
十
二
年（

一
七
二
七）

に
東
照
庵
よ
り
東
昌
庵
と
改
号
し
て
中
興
し
た

（

２）

。

弘
海
は
同
年
十
一
月
四
日
に
示
寂
し
た
。
行
年
は
不
詳
で
あ
る
。

法
嗣
に
は
光
正
院
十
一
世
、
善
篤
寺
十
世
、
大
光
院
十
二
世
、
万
松

寺
十
七
世
に
就
い
た
百
津
吾
拙

（

３）

が
い
る
。

（

１）

林
泉
寺
の
由
緒
は『

八
木
町
寺
院
誌』（

昭
和
五
十
八
年
十
一
月

八
木
町
教
育
委
員
会）

七
十
九
頁
以
後
に
よ
る
。

（

２）
『

尾
張
徇
行
記』（

四）

の
東
昌
寺
項（『

名
古
屋
叢
書
続
編』

第
七

巻

昭
和
四
十
三
年
九
月

名
古
屋
市
教
育
委
員
会）

二
一
〇
頁
、

『

大
治
町
史』（

昭
和
五
十
四
年
十
二
月

大
治
町
役
場）

四
七
二
頁

の
東
昌
寺
由
緒
に
い
う
。

（

３）

百
津
吾
拙
に
つ
い
て
は
拙
稿「

百
津
吾
拙
と
一
山
元
浄
の
伝
記」

（

平
成
六
年
三
月「

愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所
紀
要」

第
二
十
二
号）

で
伝
記
を
あ
げ
て
お
い
た
。

十
三
世

輪
山
東
轂

輪
山
東
轂
が
住
持
し
た
年
次
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
禅
林
寺

（

一
宮
市
大
字
浅
野）

五
世
よ
り
転
住
し
た
と
思
わ
れ
る
。
禅
林
寺
は

元
天
台
宗
で
、
花
谷
栄
和
尚
の
開
基
で
あ
る
。
小
野
院
極
楽
寺
と
称

し
て
い
た
が
、
大
永
五
年（

一
五
二
五）

に
正
眼
寺（

小
牧
市
三
ッ

渕）
八
世
宣
叟
曇
周
が
曹
洞
宗
と
し
て
再
興
し
た
。
正
保
五
年（

一
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四
八）

に
仙
境
山
禅
林
寺
と
改
号
し
、
元
禄
二
年（

一
六
八
九）

に
は
久
岩
伝
昌
に
よ
っ
て
法
地
再
興
さ
れ
て
い
る
。

境
内
に
あ
る
薬
師
堂
の
本
尊
薬
師
如
来
木
像
坐
像
の
裳
先
裏
に
は
、

万
人
講
之
助
力
以
再
興
尊
像
也

元
禄
九
年
丙
子
八
月
吉
日

當
山
現
住
実
穏
代

名
古
屋
本
町
四
丁
目
仏
師
半
九
良

万
人

講
願
主
寺
沢
弥
兵
衛

川
口
次
平

芝
﨑
権
兵
衛

同
金
十
良

同
善
左
右
門

と
記
さ
れ
て
お
り
、
元
禄
九
年（
一
六
九
六）

は
四
世
智
屋
実
穏
が

住
持
で
、
実
穏
は
正
徳
二
年（

一
七
一
二）

十
月
十
一
日
に
示
寂
し

た
。
禅
林
寺
の
過
去
帳
に
よ
れ
ば
、
六
世
大
有
義
装
は
享
保
二
年（

一

七
一
七）

十
二
月
十
一
日
に
亡
く
な
っ
た
上
の
小
七
の
娘（

一
超
芳

円
信
女）

の
祠
堂
金
一
分
が「

大
有
代」

と
し
て
納
め
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
、
正
徳
二
年（

一
七
一
二）

以
後
、
享
保
二
年（

一
七

一
七）

頃
ま
で
が
輪
山
の
禅
林
寺
住
持
時
代
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

の
後
、
法
持
寺
へ
転
住
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
位
牌
に
は
、

（

表）

勅
請
前
永
平
當
山
五
世
輪
山
東
轂
大
和
尚
禅
師

（

裏）

義
桃
代

と
あ
り
、
永
平
寺
に
出
世
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
位
牌
は
十
七
世
再

中
興
見
隆
義
桃（

慶
応
四
年（

一
八
六
八）

四
月
十
六
日
示
寂）

代

に
安
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

輪
山
の
法
持
寺
時
代
の
行
歴
は
不
詳
で
あ
る
が
、
禅
林
寺
の
過
去

帳
に
よ
れ
ば
、
元
文
三
年（

一
七
三
八）

五
月
十
三
日
に
示
寂
し
た
。

し
か
し
、
成
福
寺
蔵
の「

法
持
寺
世
代
示
寂
年
月
日」

で
は
同
年
五

月
十
五
日
の
示
寂
と
な
っ
て
い
る
。

（

１）

禅
林
寺
の
由
緒
は『

一
宮
市
史』

西
成
編（

昭
和
二
十
八
年
九
月

一
宮
市
教
育
委
員
会）

三
十
五
頁
、
四
六
〇
頁
、

『

青
松
山
誌』（

昭

和
五
十
三
年
五
月

青
松
山
正
眼
寺）

四
十
二
頁
、
鵜
飼
宏
史「

国

の
重
要
文
化
財
禅
林
寺
薬
師
如
来
由
来」（

禅
林
寺
発
行）

な
ど
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。

十
四
世

義
山
淳
孝

寛
延
四
年（

一
七
五
一）

四
月
、
十
五
世
督
宗
淳
董
に
よ
る
大
鐘

の
銘
に
は
、

自
物
留
孫
仏
造
巨
鐘
、
劫
初
輪
王
、
鎔
範
金
鐘
以
降
、
為
法
器

之
雄
者
、
其
惟
鐘
乎
、
當
寺
開
山
示
寂
後
、
百
有
余
年
、
大
鐘

未
成
、
為
闕
典
也
、
粤
本
州
春
日
井
郡
、
清
須
灰
原
氏
、
求
他

旧
鐘
、
寄
附
之
、
時
維
慶
長
四
己
亥
冬
十
月
也
、
爾
来
年
所
悠
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久
、
而
竦
破
声
不
遠
震
、
聞
者

焉
、
依
而
當
山
十
四
世
、
義

山
和
尚
、
雖
有
再
笵
之
志
、
衣
資
乏
而
不
成
、
退
隠
後
亦
思
而

止
、
止
而
復
思
、
幸
當
寺
檀
越
、
當
所

屋
町
、
岡
本
氏
清
七

郎
、
法
名
円
相
本
清
居
士
、
其
妻
法
名
円
通
妙
貞
大
姉
、
或
日

相
伴
訪
隠
室
、
談
及
鐘
之
事
、
檀
信
感
発
、
而
即
喜
捨
浄
財
、

就
于
鳧
氏
家
、
而
開
大
爐

、
誉

籥
之
鑑
、
鐘
既
円
成
、
択

日

也
、
仰
冀
憑
這
功
徳
力
、
捨
財
善
信
、
見
聞
眞
俗
、
及

情
与
非
情
、
同
証
円
通
三
昧
、
因
請

手
山
衲
、
為
之
銘
文
、

乃
掾
歓
嘉
之
筆
、
為
之
銘

厥
銘
曰

大
白
鐵
漢

無
舌
吐
詮

詮
詮
妙
韻

応
大
千

警
覚
鬼
畜

雲
集
聖
賢

緩
説
五
位

急
唱
三
玄

叶
音
教
体

清
浄
本
然

円
通
福
寿

累
劫
貞
堅

全
域
功
徳

為
浄
邦
蓮

蓬
莱
下

祝
宝
祚
年

寛
延
第
四
龍
次
辛
未
孟
夏
十
有
五
真

尾
陽
愛
知
郡
熱
田
宮

白
鳥
山
法
持
禅
寺
幻
寄
淳
董
謹
誌

願
主

十
四
世
義
山
孝
和
尚

冶
工

水
野
太
郎
左
衛
門

藤
原
孝
政

（

１）

と
あ
り
、
義
山
は
大
鐘
を
再
範
す
る
志
が
あ
っ
た
も
の
の
建
立
で
き

ず
、
法
持
寺
退
隠
後
も
再
範
を
願
っ
て
い
た
。

こ
の
銘
か
ら
寛
延
四
年
に
は
義
山
が
法
持
寺
を
退
隠
し
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
前
の
享
保
八
年（

一
七
二
三）

八
月
に
は
、

正
法
寺（

愛
知
県
海
部
郡
甚
目
寺
町）

の
喚
鐘
の
銘
を
、

夫
鐘
之
為
器
法
器
之
長
而
能
警
晨
昏
能
斉
進
止
不

抜
幽
冥
苦

驚
長
夢
其
夢
其
功
徳
不
可
思
議
矣
本
州
春
日
井
郡
小
田
井
荘
二

杁
村
佐
吉
甞
喜
捨
浄
財
鋳
半
鐘
掛
於
堂
前
之
鳴
仏
事
或
歳
地
大

震
鐘
墜
於
堂
而
彩
敲
破
不
勝
施
号
令
山
野
憾
之
傾
衣
鉢
余
以
再

範
焉
啓
迪
禅
誦
利
楽
祥
生
兼
為
蕪
鐘
檀
主
法
名
是
山
静
如
信
士

資
助
冥
福
荘
厳
報
地
者
也

厥
銘
曰

小
形
蓮
鯨

不
入
海
中

淹
神
堂
上

震
吼
無
窮

斉
呼
諸
聖

普
利
群
蒙

先
誦
吐
月

報
禅
斯
風

声
雖
不
大

功
敲
洪
鐘

敲
妙
心
秘

鳴
正
法
隆

毀
々
教
体

刹
々
円
通

尾
州
海
東
郡
萱
津
村

正
法
禅
寺
幻
寄

義
山
孝
謹
誌

享
保
八
竜
信
癸
卯
仲
秋

上
澣
日
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尾
州
名
古
屋
鍋
屋
町

冶
工

水
野
太
郎
左
衛
門
藤
原
孝
政

（

２）

と
記
し
て
お
り
、
当
時
は
正
法
寺
八
世
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
享
保
九
年（

一
七
二
四）

か
ら
寛
延
三
年（

一
七

五
〇）

ま
で
の
間
に
法
持
寺
十
四
世
に
就
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
明
確
な
年
次
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
吉
田
清
左

衛
門（

安
永
六
年（

一
七
七
七）

正
月
二
十
八
日
没）

が
中
興
開
基

と
な
っ
て
い
る
香
樹
院
の
法
地
開
山
に
も
な
っ
た
が
、
そ
の
年
次
は

明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
香
樹
院
は
天
明
五
年（

一
七
八
五）

十
月
二

十
四
日
に
大
運
寺（

名
古
屋
市
瑞
穂
区
十
六
町）

と
改
名
し
た

（

３）

。
義

山
は
宝
暦
七
年（

一
七
五
七）

三
月
六
日
に
示
寂
し
て
い
る
が
、
そ

の
行
年
は
不
詳
で
あ
る
。

（

１）

督
宗
淳
董
の
大
鐘
銘
は『

愛
知
県
金
石
文
集』

上（
昭
和
十
七
年

七
月

愛
知
県
教
育
会）

一
四
九
頁
に
あ
げ
て
い
る
。

（

２）

正
法
寺
の
喚
鐘
銘
は『

甚
目
寺
町
史』（

昭
和
五
十
年
三
月

愛
知

県
海
部
郡
甚
目
寺
町）

五
七
八
頁
に
あ
げ
て
い
る
。

（

３）

大
運
寺
に
つ
い
て
は『

名
古
屋
市
史』

社
寺
編（

大
正
四
年
七
月

名
古
屋
市
役
所）

六
〇
一
頁
に
い
う
。


